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資料３  

 

 

「無店舗小売業」及び「管理、補助的経済活動を行う・事業所」について 

 

 

 

１．日本標準産業分類第13回改定時の対応 

前回の第13回改定時（2013年（H25））に、第12回改定時（2007年（H19））に新設され

た「無店舗小売業」及び「管理、補助的経済活動を行う事業所」に関して、今後も引き続

き問題点の把握・検証を行う必要があることなどが示された。これを踏まえ、2012年（H24）

と2016年（H28）における経済センサス（活動調査）のデータを用いて問題点の有無の把

握等を行った。 

 

 

２．課題 

  第13回改定時の答申における記載内容は次の通り。 

 

  【今後の課題】 

「無店舗小売業」及び「管理、補助的経済活動を行う事業所」の実査上の問題点の把

握・検証を「平成21年経済センサス－基礎調査」を用いて行っているが、今後引き続

き、販売額や経理事項を調査事項としている「平成24年経済センサス－活動調査」に

おいても問題点の把握・検証を行う必要がある。 

なお、「無店舗小売業」については、「店舗を持たない小売業」としているため、イン

ターネットによる通信販売が売上げの大宗を占めていても、店舗があれば「無店舗小売

業」とならないことなど、急速に発展しているインターネットによる電子商取引の活動

の実態をより正確に把握する観点から見直す必要がないかを検討する。   

 

  上述の問題点の把握・検証を行うに当たり、2012年（H24）だけではなく、2016年（H28）

の経済センサス(活動調査)の結果もあるので、適宜、両者のデータを活用して検討した。 

 

 

３．経済センサス（活動調査）の確認作業を通じた問題点の把握 

 (1) 回答上の課題 

   回答の記入欄や補足説明事項等は（別紙）の通りであり、必要な説明等がなされてい

ると考えられ、実際の回答に際しての問題はないと思われる。 
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割 合
その他の無店舗小売業 3
自動販売機による小売業 1
（農業） 1
（情報サービス業） 1
（飲食料品小売業） 1
（物品賃貸業） 1
（医療業） 1
（廃棄物処理業） 1
（その他の事業サービス業） 1
他に分類されない事業サービス業 67
他に分類されない専門サービス業 35
他に分類されない非営利的団体 24
その他の技術サービス業 18
他に分類されないその他の生活関連サービス 13
その他 596

764 764 100%

件 数分 類

受託業者からの疑義の内訳

 （出所：独立行政法人 統計センター）

無店舗小売業 4 0.52%

「管理，補助的
経済活動を行う
事業所」

7 0.92%

その他 753 98.56%

計

 (2) 経済センサス（活動調査）の確認作業 

   経済センサス（活動調査）の調査の実施後、回答票における「主な事業」の分類に関

連して２種類の確認が行われている。それらの確認作業の一つは、受託業者が分類を行

う際の疑義を確認するものである。もう一つは、統計センターが受託業者からの納品に

先立って抽出検査を行い、必要に応じて分類等を一部修正するものである。 

   また、この経済センサスでは全583の産業分類の項目が設定されており、そのうち、

「管理、補助的経済活動を行う事業所」は93、無店舗小売業は３（「管理、補助的経済活

動を行う事業所」を除く）となっている。 

 

［参考］確認作業の主な流れ 

 

 

               

 

 

 

 (3) 2016年（H28）経済センサス（活動調査）における疑義の状況 

約 944 万件の回答（企業数等：3,856,457 企業、事業所数：5,578,975 事業所）のう

ち、新設事業所及び事業転換がなされた事業所を対象に新たに分類を行った件数が約63

万件であった。そのうち、受託業者から疑義（分類の判断に際して受託業者から統計セ

ンターに問合せがあったもの）があった総数は 764 件であった。764 件の小分類別の件

数と割合は以下の表の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省統計局 統計センター 受託業者 

統計の 

作成業務 

○ 分類作業 

○ 疑義の照会と対応 

○ 抽出検査とその対応 

［主な事業の分類関係］ 
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 疑義があった764件は、新たな分類が行われた件数に対して0.12％であった。疑義が

あった件数のうち、「無店舗小売業」の割合は0.52％、「管理、補助的経済活動を行う事

業所」の割合は0.92％であった。 

また、「無店舗小売業」と「管理、補助的経済活動を行う事業所」に関する具体的な疑

義の内容とその後の対応の例は次の通りである。 

 

【無店舗小売業】 

 ○ 調査票の主な事業の内容に「公開オークション」と記入があった。他のいずれの

小分類にも該当する例示がなく、分類の判断に迷う。 

   ⇒ 他のいずれの小分類にも当てはまらないため､「その他の無店舗小売業｣に分

類。 

 ○ 調査票には「倉庫」として利用されている旨の記述があるが、別途、インターネ

ットで検索すると牛乳販売所との記載があり、分類が困難である。 

   ⇒ 統計センターがインターネットで当該企業を調べた結果、乳製品の宅配を行

う事業所と判明したため、「その他の無店舗小売業」に分類。 

 

【管理、補助的経済活動を行う事業所】 

 ○ 調査票に「資材置場」と記入されてあり、自家用倉庫か倉庫業かの判断がつかず、

分類が困難である。 

⇒ 調査票の「単独事業所・本所・支所の別」欄の回答が「３ 支店・支社・支所」

であることなどから、自家用資材置場と判断して、「管理、補助的経済活動を行

う事業所」に分類。 

○ 記入欄に「医療業」とだけ記入されており、事業内容が不明であるため、分類の

判断に迷う。 

⇒ 別途、インターネットにより当該企業を調べた結果、当該企業のグループの

本部であり、グループ内の他の事業所を統括する事業所であることが判明した

ため、「管理、補助的経済活動を行う事業所」に分類。 

 

 (4) 2016年（H28）経済センサス（活動調査）における抽出検査の状況 

統計センターは、受託業者による統計の作成業務の納品に際して、納品検査（５％の

抽出検査）を行っており、その後に必要に応じて分類等を訂正している。 

納品検査時に訂正を行った小分類とその割合は次ページの表の通りである。 
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全訂正数に占める分類項目別の割合 

（「無店舗小売業」及び「管理、補助的経済活動を行う事業所」等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抽出検査の結果、「無店舗小売業」の訂正割合は全体の1.46％、「管理、補助的経済活

動を行う事業所」の訂正割合は全体の2.66％であった。 

  また、「無店舗小売業」と「管理、補助的経済活動を行う事業所」に関する訂正内容の

具体例は次の通りである。 

 

【無店舗小売業】 

 ○ 調査票の主な事業の内容に「宅配」と記入されていたが、無店舗小売業に分類さ

れていなかったため、無店舗小売業に分類して訂正した。 

 

【管理、補助的経済活動を行う事業所】 

 ○ 調査票の正式名称、通称名に「本社」、「事務局」と記入されていたが、管理、補

助的経済活動を行う事業所に分類されていなかったため、管理、補助的経済活動を

行う事業所に分類して訂正した。 

○ 調査票の主な事業内容に「管理事務のみ」と記入されていたが、管理、補助的経

済活動を行う事業所に分類していなかったため、管理、補助的経済活動を行う事業

所に分類して訂正した。 

割 合

通信販売・訪問販売小売業

自動販売機による小売業

その他の無店舗小売業

（70 物品賃貸業）

（54 機械器具卸売業）

（55 その他の卸売業）

（57 織物・衣服・身の回り品小売業）

（60 その他の小売業）

（15 印刷・同関連業）

その他の分類項目

貸家業，貸間業

他に分類されない事業サービス業

他に分類されない非営利的団体

経済団体

他に分類されない専門サービス業

その他の分類項目

100%

無店舗小売業 1.46%

管理，補助的経済活動を行う
事業所（※） 2.66%

分 類

※ 訂正数の多い上位５分類のみを記載し、それ以外は「その他の分類項目」にまとめている。

その他（※） 95.88%

計

（出所：独立行政法人統計センター）
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(4) まとめ 

受託業者の疑義と納品検査（抽出検査）の状況からは、「無店舗小売業」、「管理、補助

的経済活動を行う事業所」のいずれにおいても、疑義数全体に対する疑義件数と訂正数

全体に対する訂正数は少ないと考えられ、調査上の大きな問題はなかったと言える。 

 

 

４．「無店舗小売業」の見直しの必要性の検討 

(1) 課題 

「無店舗小売業」については、「店舗を持たない小売業」としているため、インターネ

ットによる通信販売が売上げの大宗を占めていても、店舗があれば「無店舗小売業」と

ならないことなど、急速に発展しているインターネットによる電子商取引の活動の実態

をより正確に把握する観点から見直す必要がないかを検討する。 

 

 (2) 2016年(H28)経済センサス（活動調査）の結果を用いた検討 

 2016年(Ｈ28)経済センサス（活動調査）の結果より、小売業の年間商品販売額のうち、

販売形態別の割合等を整理した（別表）。販売形態は、「店頭販売」、「訪問販売」、「通信・

カタログ販売」、「インターネット販売」、「自動販売機による販売」、「その他（共同購入、

月極での販売）」の６種類に区分されている。なお、同調査における「無店舗小売業」の

定義は、「販売形態の店頭販売の割合が0％及び売場面積が0㎡の事業所」である。 

次のページの表を基にして、販売額ベースで要点をまとめると次のようになる。 

  ○ 小売業全体に占める無店舗小売業の割合は約７％である。 

 ○ 小売業全体に占める「インターネット販売」の構成比は 2.6％であり、無店舗小売

業における「インターネット販売」の構成比は27.1％である。 

○ 無店舗小売業の中で「インターネット販売」の構成比が最も多い分類は「6112 無店

舗小売業（織物・衣服・身の回り品小売）」の54.5％であり、10％を越える分類は５

つである。また、それらの５つの分類だけで無店舗小売業の「インターネット販売」

全体に対して99.4％を占める。 

 

(3) まとめ 

  次ページの表からは、細分類単位で無店舗小売業のうちインターネット販売の構成比

は把握できると言える。ただし、それらの上位５分類でかなりの比率を占めることから、

インターネット販売を通じた活動の実態をより詳細に把握するには別途の検討が必要と

考えられる。 

  なお、これらは2016年（H28）のデータであるため、その後の進展等は引き続きフォ

ローアップはしていく必要があると考えられる。 
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ー

ネ
ッ

ト
販

売
自

動
販

売
機

に
よ

る
販

売

※
販

売
形

態
別

の
販

売
額

に
は

非
公

表
（

X）
が

あ
る

た
め

、
そ

れ
ら

の
合

計
は

、
左

欄
の

「
小

売
計

」
と

は
一

致
し

な
い

。

注
）

産
業

細
分

類
の

記
載

順
は

、
「

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
販

売
」

の
構

成
比

が
大

き
い

順
番

に
記

載
し

て
い

る
。

ま
た

、
有

店
舗

に
つ

い
て

は
、

上
位

10
分

類
の

み
を

記
載

し
、

そ
れ

以
外

の
分

類
は

ま
と

め
て

記
載

し
て

い
る

。

無
店

舗
小

計

そ
の

他
有

店
舗

細
分

類
計

※

有
店

舗
小

計

小
売

計

年
間

商
品

販
売

額
（

百
万

円
）

そ
の

他

年
間

商
品

販
売

額
（

百
万

円
）

年
間

商
品

販
売

額
（

百
万

円
）

年
間

商
品

販
売

額
（

百
万

円
）

年
間

商
品

販
売

額
（

百
万

円
）

産
業

細
分

類
（

４
桁

）

小
売

計
店

頭
販

売
訪

問
販

売
通

信
・

カ
タ

ロ
グ

販
売
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(4) 参考 

   無店舗小売業の動向を把握するため、販売額ベースで 2012(H24)年と 2016 年(H28)年

の経済センサス（活動調査）のデータを比較してみた。 

   無店舗小売業の販売額は約1.4倍に伸びている。また、小売業全体の有店舗と無店舗

の割合をみると、無店舗小売業の割合が5.9％から7.0％と増えている。さらに、GDPに

占める無店舗小売業の販売額は1.34倍と増加していることが分かった。 

   

 

 

５．国連の議論を踏まえた無店舗小売業の分類項目の扱い 

  資料４により別途概要の紹介がなされるが、国連では現行の第４次国際標準産業分類

（ISIC）の改訂に向けた議論が始まっており、その検討のために設定されたタスクチーム

では、「グループ478 露店及び市場による小売業」（ISIC）と「グループ479店舗、露店

または市場によらない小売業（オンラインによる小売業）」（ISIC）を統合することなどが

議論されている。 

  日本では第12回改定時（2007年）に、インターネットの販売動向等を把握するために

「無店舗小売業」の分類項目が新設され、第13回改定時（2013年）には実査上の課題等

を引き続き整理することとされた。 

  今後の国連の議論と現行の日本の分類項目とで差異が生じる可能性があるが、現時点に

おける日本の方向性としては次の３つが考えられる。 

 

【方向性１】基本的には継続 

  ISICの議論では、有店舗小売業とオンラインの小売業を統合する理由として、区分す

るための調査が未確立であること、分類項目における時期の変動等が課題であるとなどが

挙げられている。さらに、両者の区分が可能であれば、各国が両者の区分の有無を定める

ことができる旨が記載されている。 

（単位：百万円）

2016年／2012年

109,393,882 129,304,646 1.18

有店舗小売※ 102,964,641 有店舗小売 120,286,512 1.17

無店舗小売 6,429,241 無店舗小売 9,018,134 1.40

小売計 100% 小売計 100%

有店舗小売※ 94.1% 有店舗小売 93.0% 0.99

無店舗小売 5.9% 無店舗小売 7.0% 1.19

GDPに占める無店舗小売の販売額の割合 1.34

有店舗小売業※と無店舗小売業の販売額とその割合

割
合

※無店舗小売業以外（中分類56～60）の小売業の合計

2012（H24）年 2016（H28）年

販
売
額

小売計 小売計
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 これに関連して、現行の日本標準産業分類には無店舗小売業に関して10の細分類（「管

理、補助的活動に関するもの」を除くと７）があり、さらに2016年（平成28年）経済セ

ンサス（活動調査）では６種類の販売形態別（「店頭販売」、「訪問販売」、「通信・カタロ

グ販売、「インターネット販売」、「自動販売機による販売」、「その他」）の調査項目があ

る。加えて、これら以外の関係する調査の実施も想定される。 

これらを考慮すると、現在の日本標準産業分類において関係する構成を変更しなくても

有店舗小売業とオンラインの小売業の概況を把握できるものと考えられる。今後、国連の

議論の様子も把握しつつ、関係府省等とも引き続き存置を含めた検討を継続することが考

えられる。 

 

【方向性２】廃止 

 経済センサス（活動調査）における「電子商取引の有無及び割合」を基にした集計やそ

の他の電子商取引に関する各種調査等の実施により、調査項目の継続性は不明であるもの

のオンライン・ビジネスの実態等の把握が概ね可能であるとも考えられる。この立場に立

ち、日本標準産業分類の分類項目の有無に必ずしも依存しないとすれば、ISICの検討の

方向性に同調して無店舗小売業の分類項目を削除することも選択肢となり得る。なお、こ

の際にも関係府省等と協議を行う必要がある。 

 

【方向性３】別の分類項目の検討 

  現時点で具体性はないが、関係府省等とも議論し、日本標準産業分類においてオンライ

ン・ビジネスの実態をより把握できる別の分類項目を検討することが考えられる。 

 

 

６．その他（「管理、補助的経済活動を行う事業所」に関する各省からの意見への対応） 

今回の改定に際して関係府省等に意見照会を行った。その結果、管理、補助的経済活動

を行う事業所に関して、以下の意見があった。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 「ホテルの営業所」、「印刷会社の営業所」等は、営業の拠点として本業の「ホテ

ル」、「印刷工場」とは別の場所において、本業とは別の経済活動（受注契約、新規

顧客の開拓等）を行っている場合がある。 

このような場合、自企業内の管理的な事務を行う「管理、補助的経済活動を行う

事業所」に該当するのか、または企業の拠点となって直接顧客を対象としているこ

とから別の事業活動を行っていると判断するのか。 
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  この意見への対応の考え方は次の通りである。 

  平成28年経済センサス－活動調査の「調査票の記入のしかた（記入上の注意）」による

と「管理、補助的経済活動を行う事業所」に関して、①社内の管理，支援業務を専業で行

っている事業所が該当し、売上金額はない。②少しでも他の企業等へ生産品、製造品の出

荷、商品の販売、役務（サービス）の提供を行っている事業所、営業所などは該当しない

とされている。さらに、売上（収入）金額欄は「０」と記入することとされている。 

これに照らし合わせると、意見にある「ホテルの営業所」や「印刷会社の営業所」等は、

営業や予約受付を行っていると想定され、その場合には商品以外の受注契約により売上が

ある事業所と考えられるので、「管理、補助的経済活動を行う事業所」には該当せず、他企

業の事業所に対してサービスを提供することを業としている事業所であると言える。具体

的には、「929 他に分類されない事業サービス業」に分類されることになる。 

 


